令和６年４月１日から、
携帯電話等中継基地局の設置に関する市の制度が変わりました
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近接住民（※）の皆さまからのご要望により、
基地局の設置事業者による説明会を開催することができるようになりました。

（これまでは、自治会・町内会からのご要望によってしか開催できませんでした。）

※近接住民・・・基地局からの水平距離が、基地局の高さの２倍以内の範囲にお住いの方など
どこが
変わったの？




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




鎌倉市内に携帯電話等中継基地局を設置する場合には、設置事業者と市民の皆さんとのトラブルを未然に防止するため、鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例及び同条例施行規則において、設置事業者は、設置する中継基地局の計画を、近接住民の方々や自治会町内会に設置前に説明することを定めています。
また、施行規則では、自治会町内会から要望があった場合、設置事業者は設置する中継基地局に関する説明会を開催するものとしています。
[bookmark: _GoBack]このたび、条例と施行規則を改正し、令和６年４月１日から、自治会町内会が説明会を開催しない場合であって、近接住民の方々から説明会開催の要望があった場合は、設置事業者と近接住民が調整を図った上で、設置事業者が近接住民の方々向けに説明会を開催することとしました。

[image: ]鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例及び施行規則については、鎌倉市ホームページを参照ください。
　　https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/soudan/keitai1.html
鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例に関するお問い合わせ先
鎌倉市市民相談課　くらしと福祉の相談担当
電話　０４６７－２３－３０００
Eメール　shisei@city.kamakura.kanagawa.jp
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